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○国富町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

令和４年１２月２０日 

条 例 第 ２ ３ 号 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第６

８条の２第１項の規定に基づき、地区計画区域内の建築物の用途、敷地及び構造に関する

制限を定めることにより、当該区域内における適正な都市機能及び健全な都市環境を確保

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３

８号。以下「政令」という。）で定めるところによる。 

（適用区域） 

第３条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている区域（以下「地区整

備計画区域」という。）に適用し、当該地区整備計画区域の名称及び区域は、別表第１に

掲げるとおりとする。 

（建築物の用途の制限） 

第４条 地区整備計画区域内においては、別表第２適用区域の欄に掲げる地区整備計画区域

の区分（以下これらを「区域の区分」という。）に応じ、同表建築物の用途の制限の欄に

掲げる建築物以外のものを建築してはならない。 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条 建築物の容積率は、別表第２の区域の区分に応じ、同表建築物の容積率の最高限度

欄に掲げる数値以下でなければならない。 

（建築物の建蔽率の最高限度） 

第６条 建築物の建蔽率は、別表第２の区域の区分に応じ、同表建築物の建蔽率の最高限度

欄に掲げる数値以下でなければならない。 

（建築物の敷地面積の最低限度） 

第７条 建築物の敷地面積は、別表第２の区域の区分に応じ、同表建築物の敷地面積の最低

限度欄に掲げる数値以上でなければならない。 

２ 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の

規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地とし

て使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地
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として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、同項の規定に適合す

るに至った建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて

建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この

限りでない。 

（建築物の壁面の位置の制限） 

第８条 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面から敷地境界線

までの距離は、別表第２の区域の区分に応じ、同表建築物の壁面の位置の制限欄に掲げる

数値以上でなければならない。 

（建築物の高さの最高限度） 

第９条 建築物の高さは、別表第２の区域の区分に応じ、同表建築物の高さの最高限度欄に

掲げる数値以下でなければならない。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第１０条 法第３条第２項の規定により第４条から前条までの規定の適用を受けない建築

物を増築又は改築をする場合においては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかか

わらず、第４条から前条までの規定は適用しない。 

（公益上必要な建築物等の特例） 

第１１条 町長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した

もの並びにその敷地又は地区計画の区域内の適正な都市機能と健全な都市環境を害する

おそれがないと認めて許可した建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内におい

て、この条例の規定は適用しない。 

２ 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、特定行政庁の意見

を聴いた上で、国富町都市計画審議会の同意を得なければならない。 

（委任） 

第１２条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第１３条 第４条から第９条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計

図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合において

は、当該建築物の工事施工者）は、２０万円以下の罰金に処する。 

２ 法人又は法人の代表者若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の

業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法

人又は人に対して前項の罰金刑を科する。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

名称 区域 

木脇前田地区地区

整備計画区域 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項の規定によ

り告示された宮崎広域都市計画木脇前田地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められた区域 

別表第２（第４条から第９条まで関係） 

適用区域 建築物の用途の

制限 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の

建蔽率の

最高限度 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

建築物の壁面の位

置の制限 

建築物の

高さの最

高限度 

木脇前田

地区地区

整備計画

区域 

⑴ 住宅（長屋

を除く。次号

において同

じ。） 

⑵ 法別表第２

（い）項第２

号に掲げる兼

用住宅 

⑶ 前各号の建

築物に附属す

るもの（政令

第１３０条の

５に定めるも

のを除く。） 

⑷ 公衆便所 

⑸ 公民館 

１０分の

１０ 

１０分の

５ 

２００平

方メート

ル 

１メートルとす

る。ただし、建築

物の壁面の位置の

制限に満たない距

離にある建築物又

は建築物の部分が

次の各号のいずれ

かに該当する場合

においては、この

限りでない。 

⑴ 外壁等の中心

線の長さの合計

が３メートル以

下であるもの 

⑵ 物置その他こ

れに類する用途

に供し、軒の高

さが２．３メー

トル以下で、か

１０メー

トル 



4/4 

つ、床面積の合

計が５平方メー

トル以内である

もの 

 


